
第４ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
(注) １ 平成22年11月１日付で米国預託証券(ADR)をニューヨーク証券取引所に上場いたしました。 

２  提出日現在の発行数には、平成23年６月１日から有価証券報告書を提出する日までの新株予約権の行使によ

り発行された株式数は含まれておりません。 

３  当社は、平成21年１月４日付で普通株式１株につき100株の株式分割を実施するとともに、単元株制度を採

用し、普通株式の単元株式数を100株といたしました。 

  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 3,000,000,000 

第五種優先株式 167,000 

第六種優先株式 70,001 

第七種優先株式 167,000 

第八種優先株式 115,000 

第九種優先株式 115,000 

計 3,000,634,001 

種類
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成23年３月31日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成23年６月30日)

上場金融商品取引所 
名又は登録認可金融 
商品取引業協会名

内容

普通株式 1,414,055,625 同左

東京証券取引所
(市場第一部) 
大阪証券取引所 
(市場第一部) 
名古屋証券取引所 
(市場第一部) 
ニューヨーク証券 
取引所(注)１ 

完全議決権株式であ
り、権利内容に何ら
限定のない当社にお
ける標準となる株式
(注)２，３ 

第１回第六種優先株式 70,001 ― ― ―

計 1,414,125,626 1,414,055,625 ― ―
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(2) 【新株予約権等の状況】 

  

 
(注) １  当社は、平成13年改正旧商法に基づき本新株予約権を発行しております。 

２  新株予約権１個当たりの目的たる株式の数は、当社普通株式100株であります。 

３  払込金額は、新株予約権発行後に当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の行使

による場合を除く)は、次の算式により調整される。ただし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げ

る。 

 
また、払込金額は、株式の分割または併合の際にも適宜調整される。 

  

平成14年６月27日株主総会決議

 
事業年度末現在

(平成23年３月31日)
提出日の前月末現在
(平成23年５月31日)

新株予約権の数 1,081個 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 108,100株 同左

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり 6,649円 同左

新株予約権の行使期間 
平成16年６月28日から
平成24年６月27日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格   １株当たり6,649円
資本組入額 １株当たり3,325円 

同左

新株予約権の行使の条件 

①新株予約権者は、権利行使時
において当社または株式会社
三井住友銀行の役職員の地位
にあることを要す。 
ただし、任期満了による退
任、定年退職その他当社取締
役会が正当な理由があると認
めた場合は、当社または株式
会社三井住友銀行の役職員の
地位を失った後も５年間に限
り新株予約権を行使できる。 

②新株予約権者が死亡した場合
には、その相続人が新株予約
権を行使できる。 

同左

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡については、
取締役会の承認を要する。 

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す
る事項 

― ―

 

調整後 
払込金額

 

＝

 

調整前 
払込金額

 

×

既発行 
株式数

＋
新発行株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価

  既発行株式数＋新発行株式数
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平成22年７月28日取締役会決議

 
事業年度末現在

(平成23年３月31日)
提出日の前月末現在
(平成23年５月31日)

新株予約権の数 1,026個 1,007個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 102,600株 100,700株 

新株予約権の行使時の払込金額 
株式１株当たりの払込金額を１
円とし、これに各新株予約権の
目的である株式の数を乗じた額 

同左

新株予約権の行使期間 
平成22年８月13日から
平成52年８月12日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格   １株当たり2,216円
資本組入額 １株当たり1,108円 

同左

新株予約権の行使の条件 

①新株予約権者は、新株予約権
の行使期間内において、当社
及び株式会社三井住友銀行の
取締役、監査役及び執行役員
のいずれの地位をも喪失した
時点(以下、「権利行使開始
日」という)以降、新株予約
権を行使できる。ただし、こ
の場合、新株予約権者は、権
利行使開始日から20年を経過
する日までの間に限り新株予
約権を行使することができ
る。 

②上記①に関わらず、新株予約
権者は、以下のア、イに定め
る場合(ただし、イについて
は、下記「組織再編成行為に
伴う新株予約権の交付に関す
る事項」に従って新株予約権
者に会社法第236条第１項第
８号のイからホまでに掲げる
株式会社(以下、「再編対象
会社」という)の新株予約権
が交付される旨が合併契約、
株式交換契約もしくは株式移
転計画において定められてい
る場合を除く)にはそれぞれ
に定める期間内に限り新株予
約権を行使できる。 
ア新株予約権者が平成51年８
月12日に至るまでに権利行
使開始日を迎えなかった場
合 
平成51年８月13日から平成
52年８月12日 

イ当社が消滅会社となる合併
契約承認の議案または当社
が完全子会社となる株式交
換契約もしくは株式移転計
画承認の議案につき株主総
会で承認された場合(株主
総会決議が不要な場合は、
取締役会決議がなされた場
合) 
当該承認日の翌日から15日
間 

同左

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡については、
当社取締役会の承認を要する。 

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

─ 90 ─



  

平成22年７月28日取締役会決議

 
事業年度末現在

(平成23年３月31日)
提出日の前月末現在
(平成23年５月31日)

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

当社が、合併(当社が合併によ
り消滅する場合に限る)、吸収
分割もしくは新設分割(それぞ
れ当社が分割会社となる場合に
限る)または株式交換もしくは
株式移転(それぞれ当社が完全
子会社となる場合に限る)(以上
を総称して以下、「組織再編行
為」という)をする場合には、
組織再編行為の効力発生日(吸
収合併につき吸収合併がその効
力を生ずる日、新設合併につき
新設合併設立株式会社の成立の
日、吸収分割につき吸収分割が
その効力を生ずる日、新設分割
につき新設分割設立株式会社の
成立の日、株式交換につき株式
交換がその効力を生ずる日及び
株式移転につき株式移転設立完
全親会社の成立の日をいう。以
下同じ)の直前において残存す
る新株予約権(以下、「残存新
株予約権」という)を保有する
新株予約権者に対し、それぞれ
の場合につき、再編対象会社の
新株予約権をそれぞれ交付する
こととする。ただし、以下の各
号に沿って再編対象会社の新株
予約権を交付する旨を、吸収合
併契約、新設合併契約、吸収分
割契約、新設分割計画、株式交
換契約または株式移転計画にお
いて定めることを条件とする。 
①交付する再編対象会社の新株
予約権の数 
新株予約権者が保有する残存
新株予約権の数と同一の数を
それぞれ交付する。 

②新株予約権の目的である再編
対象会社の株式の種類 
再編対象会社の普通株式とす
る。 

③新株予約権の目的である再編
対象会社の株式の数 
組織再編行為の条件等を勘案
の上、(注)１に準じて決定す
る。 

④新株予約権の行使に際して出
資される財産の価額 
交付される各新株予約権の行
使に際して出資される財産の
価額は、以下に定められる再
編後行使価額に上記③に従っ
て決定される当該新株予約権
の目的である再編対象会社の
株式の数を乗じて得られる金
額とする。再編後行使価額
は、交付される各新株予約権
を行使することにより交付を
受けることができる再編対象
会社の株式１株当たり１円と
する。 

同左
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(注) １  新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付

与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社

が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式

併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを

切り捨てる。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力

発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資

本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合

で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株

主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。 

また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を

必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。 

２(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを

切り上げる。 

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金

等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

３  以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場

合は、当社取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を

取得することができる。 

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案 

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することにつ

いての定めを設ける定款の変更承認の議案 

(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を

要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについ

ての定めを設ける定款の変更承認の議案 

  

平成22年７月28日取締役会決議

 
事業年度末現在

(平成23年３月31日)
提出日の前月末現在
(平成23年５月31日)

 

⑤新株予約権を行使することが
できる期間 
上記「新株予約権の行使期
間」に定める新株予約権を行
使することができる期間の開
始日と組織再編行為の効力発
生日のうちいずれか遅い日か
ら、上記「新株予約権の行使
期間」に定める新株予約権を
行使することができる期間の
満了日までとする。 

⑥新株予約権の行使により株式
を発行する場合における増加
する資本金及び資本準備金に
関する事項 
(注)２に準じて決定する。 

⑦譲渡による新株予約権の取得
の制限 
譲渡による新株予約権の取得
については、再編対象会社の
取締役会の決議による承認を
要する。 

⑧新株予約権の取得条項 
(注)３に準じて決定する。 

⑨その他の新株予約権の行使の
条件 
上記「新株予約権の行使の条
件」に準じて決定する。 
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

該当ありません。 

  

(4) 【ライツプランの内容】 

該当ありません。 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 
  

 
(注) １ 優先株式の取得及び消却を実施したことに伴い、第一種優先株式が35,000株、第二種優先株式が33,000株減

少いたしました。 

２ 会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金に振り替えたものでありま

す。 

３ SMBCフレンド証券株式会社の完全子会社化に係る株式交換による普通株式の増加(交換比率１：0.0008) 

４ 優先株式の取得及び消却を実施したことに伴い、第二種優先株式が67,000株減少いたしました。 

５ 優先株式の取得及び消却を実施したことに伴い、第三種優先株式が500,000株減少いたしました。また第三

種優先株式に係る取得請求権の行使に伴い、普通株式が60,466株増加いたしました。 

６ 優先株式の取得及び消却を実施したことに伴い、第三種優先株式が195,000株減少いたしました。 

７ 第５回第四種優先株式、第６回第四種優先株式、第７回第四種優先株式及び第８回第四種優先株式の全株式

につき取得請求権が行使されたことに伴い、普通株式が157,151株増加いたしました。 

８ 第５回第四種優先株式、第６回第四種優先株式、第７回第四種優先株式及び第８回第四種優先株式の全株式

を消却したことに伴い、第四種優先株式が16,700株減少いたしました。 

９  普通株式１株につき100株の株式分割を実施したことに伴い、普通株式が781,189,672.23株増加いたしまし

た。 

10 有償一般募集   普通株式  発行価額    3,766円  資本組入額    1,883円 

11 有償第三者割当  普通株式  発行価額    3,766円  資本組入額    1,883円 

12 有償一般募集   普通株式  発行価額  2,702.81円  資本組入額 1,351.405円 

13 第１回第四種優先株式、第２回第四種優先株式、第３回第四種優先株式、第４回第四種優先株式、第９回第

四種優先株式、第10回第四種優先株式、第11回第四種優先株式及び第12回第四種優先株式の全株式につき取得

請求権が行使されたことに伴い、普通株式が36,343,848株増加いたしました。 

14 第１回第四種優先株式、第２回第四種優先株式、第３回第四種優先株式、第４回第四種優先株式、第９回第

四種優先株式、第10回第四種優先株式、第11回第四種優先株式及び第12回第四種優先株式の全株式を消却した

ことに伴い、第四種優先株式が33,400株減少いたしました。 

15 有償第三者割当  普通株式  発行価額  2,702.81円  資本組入額 1,351.405円 

16 平成23年４月１日に、第１回第六種優先株式の全株式につき取得及び消却を実施したことに伴い、第六種優

先株式が70,001株減少いたしました。 
  

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
  

(千円)

資本金残高
  

(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成18年５月17日 (注)１ △68,000 8,306,273.77 ― 1,420,877,175 ― 1,420,989,834 

平成18年８月11日 (注)２ ― 8,306,273.77 ― 1,420,877,175 △1,000,000,000 420,989,834 

平成18年９月１日 (注)３ 249,015 8,555,288.77 ― 1,420,877,175 221,365,710 642,355,545 

平成18年９月６日 (注)４ △67,000 8,488,288.77 ― 1,420,877,175 ― 642,355,545 

平成18年９月29日 (注)５ △439,534 8,048,754.77 ― 1,420,877,175 ― 642,355,545 

平成18年10月11日 (注)６ △195,000 7,853,754.77 ― 1,420,877,175 ― 642,355,545 

平成20年４月30日 (注)７ 157,151 8,010,905.77 ― 1,420,877,175 ― 642,355,545 

平成20年５月16日 (注)８ △16,700 7,994,205.77 ― 1,420,877,175 ― 642,355,545 

平成21年１月４日 (注)９ 781,189,672.23 789,183,878 ― 1,420,877,175 ― 642,355,545 

平成21年６月22日 (注)10 219,700,000 1,008,883,878 413,695,100 1,834,572,275 413,695,100 1,056,050,645 

平成21年７月27日 (注)11 8,931,300 1,017,815,178 16,817,637 1,851,389,912 16,817,637 1,072,868,283 

平成22年１月27日 (注)12 340,000,000 1,357,815,178 459,477,700 2,310,867,612 459,477,700 1,532,345,983 

平成22年１月28日 (注)13 36,343,848 1,394,159,026 ― 2,310,867,612 ― 1,532,345,983 

平成22年２月８日 (注)14 △33,400 1,394,125,626 ― 2,310,867,612 ― 1,532,345,983 

平成22年２月10日 (注)15 20,000,000 1,414,125,626 27,028,100 2,337,895,712 27,028,100 1,559,374,083 
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(6) 【所有者別状況】 

①  普通株式 
(平成23年３月31日現在) 

 
(注) １  自己株式3,762,514株は「個人その他」に37,625単元、「単元未満株式の状況」に14株含まれております。 

２  「その他の法人」欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、28単元含まれております。 

  
② 第１回第六種優先株式 

(平成23年３月31日現在) 

 
  

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び 
地方公共 
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人 
その他

計

個人以外 個人

株主数 
(人) 7 394 105 9,032 938 141 342,025 352,642 ―

所有株式数 
(単元) 4,774 4,144,500 717,865 1,664,643 5,538,375 714 2,049,686 14,120,557 1,999,925

所有株式数 
の割合(％) 0.03 29.35 5.08 11.79 39.22 0.01 14.52 100.00 ―

区分

株式の状況

単元未満
株式の状況政府及び 

地方公共 
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人 
その他

計

個人以外 個人

株主数 
(人) 

― 4 ― ― ― ― ― 4 ―

所有株式数 
(株) 

― 70,001 ― ― ― ― ― 70,001 ―

所有株式数 
の割合(％) 

― 100.00 ― ― ― ― ― 100.00 ―
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(7) 【大株主の状況】 
①  普通株式 

(平成23年３月31日現在) 

 
(注) 株式会社ＳＭＦＧカード＆クレジットが所有している普通株式につきましては、会社法施行規則第67条の規定

により議決権の行使が制限されております。 

  
② 第１回第六種優先株式 

(平成23年３月31日現在) 

 
  

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)
発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 87,939,818 6.21 

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町二丁目11番３号 77,122,200 5.45 

SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT - 
TREATY CLIENTS 
(常任代理人  香港上海銀行  
東京支店) 

338 PITT STREET SYDNEY NSW  
2000AUSTRALIA 
(東京都中央区日本橋三丁目11番１号) 

30,843,478 2.18 

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口９) 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 29,508,900 2.08 

MELLON BANK, N.A. AS AGENT 
FOR ITS CLIENT MELLON 
OMNIBUS US PENSION 
(常任代理人  株式会社みずほ
コーポレート銀行  決済営業
部) 

ONE BOSTON PLACE BOSTON，MA 02108
(東京都中央区月島四丁目16番13号) 17,222,912 1.21 

STATE STREET BANK AND TRUST 
COMPANY 505225 
(常任代理人  株式会社みずほ
コーポレート銀行  決済営業
部) 

P.O.BOX  351  BOSTON  MASSACHUSETTS 
02101 U.S.A. 
(東京都中央区月島四丁目16番13号) 

17,198,714 1.21 

株式会社ＳＭＦＧカード＆クレ
ジット 

東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 15,479,400 1.09 

日本生命保険相互会社 大阪市中央区今橋三丁目５番12号 15,466,682 1.09 

NATSCUMCO 
(常任代理人  株式会社三井住
友銀行) 

111 WALL STREET NEW YORK，NEW YORK 
10015 
(東京都千代田区大手町一丁目２番３
号) 

14,356,349 1.01 

STATE STREET BANK AND TRUST 
COMPANY 505103 
(常任代理人  株式会社みずほ
コーポレート銀行  決済営業
部) 

P.O.BOX  351  BOSTON  MASSACHUSETTS 
02101 U.S.A. 
(東京都中央区月島四丁目16番13号) 

13,927,694 0.98 

計 ― 319,066,147 22.56 

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)
発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

住友生命保険相互会社 東京都中央区築地七丁目18番24号 23,334 33.33 

日本生命保険相互会社 大阪市中央区今橋三丁目５番12号 20,000 28.57 

三井生命保険株式会社 東京都千代田区大手町二丁目１番１号 16,667 23.81 

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川二丁目27番２号 10,000 14.29 

計 ― 70,001 100.00 

─ 95 ─



  
(8) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

(平成23年３月31日現在) 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、2,800株(議決権28個)含

まれております。 

２ 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式14株が含まれております。 

３ 「単元未満株式」の欄には、株主名簿上は株式会社三井住友銀行名義となっておりますが、実質的に保有し

ていない株式が60株含まれております。 

  
② 【自己株式等】 

(平成23年３月31日現在) 

 
(注) 「発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％)」の発行済株式総数は、発行済普通株式の総数であります。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 
第六種優先株式

70,001 
― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

 3,762,500 

普通株式  

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式 (相互保有株式)

 28,819,600 

普通株式  

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

1,379,473,600 
13,794,736 

権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式  (注)１ 

単元未満株式 
普通株式 

1,999,925 
―

権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式  (注)２，３ 

発行済株式総数 1,414,125,626 ― ― 

総株主の議決権 ― 13,794,736 ― 

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式総数
に対する所有 

株式数の割合(％)

株式会社三井住友 
フィナンシャルグループ 

東京都千代田区丸の内
一丁目１番２号 3,762,500 ― 3,762,500 0.26 

株式会社ＳＭＦＧカード
＆クレジット 

東京都千代田区丸の内
一丁目１番２号 15,479,400 ― 15,479,400 1.09 

株式会社三井住友銀行 
東京都千代田区丸の内
一丁目１番２号 13,340,000 ― 13,340,000 0.94 

日興コーディアル証券 
株式会社 

東京都中央区日本橋兜町
６番５号 200 ― 200 0.00 

計 ― 32,582,100 ― 32,582,100 2.30 
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(9) 【ストックオプション制度の内容】 

株式会社三井住友銀行が、平成14年６月27日開催の第１期定時株主総会の特別決議に基づいて平成13

年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権1,620個を発行しておりました

が、平成14年８月29日開催の取締役会において、同行の新株予約権者の利益を従来どおり確保する観点

から、株式会社三井住友フィナンシャルグループが株式移転に際し、同行の発行した新株予約権1,620

個に係る義務を次のとおり承継することを決定いたしました。また、上記新株予約権1,620個に係る義

務を当社が承継することについて、同行の平成14年９月26日開催の第１回第一種優先株式、第２回第一

種優先株式及び第五種優先株式に係る種類株主総会並びに平成14年９月27日開催の臨時株主総会(普通

株式に係る種類株主総会を兼ねる。)において、承認可決されました。 

当該制度の内容は、次のとおりであります。 

  

 
(注) １  決議年月日は、株式会社三井住友銀行における発行決議日を記載しております。 

 ２  新株予約権１個当たりの目的たる株式数は１株であります。 

 ３  払込金額は、新株予約権発行後に当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合（新株予約権の行 

    使による場合を除く）は、次の算式により調整される。ただし、調整により生じる１円未満の端数は切り上 

    げる。 

 
       また、払込金額は、株式の分割または併合の際にも適宜調整される。 

  

決議年月日 平成14年６月27日

付与対象者の区分及び人数 当社及び当社子会社の役職員  677人

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 1,620株

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり 673,000円

新株予約権の行使期間 (2)新株予約権等の状況参照

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項 

―

 
調整後
払込金額

 

＝

 
調整前
払込金額

 

×

既発行 
株式数

＋
新発行株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価

  既発行株式数＋新発行株式数
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また、当社は、会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び当社の子会社である株式会社三

井住友銀行の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)及び執行役員に対し、職務の執行

の対価として新株予約権を発行しております。 

当該制度の内容は、次のとおりであります。 

  

 
  

決議年月日 平成22年７月28日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数 
当社及び当社子会社である株式会社三井住友銀行の取締役(社外取締役
を除く)、監査役(社外監査役を除く)及び執行役員  82人 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 102,600株

新株予約権の行使時の払込金額 (2)新株予約権等の状況参照

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項 

(2)新株予約権等の状況参照
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(1) 【株主総会決議による取得の状況】 

該当ありません。 

  

(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

 会社法第155条第１号の規定に基づく取得条項による優先株式の取得 

  

 
(注)  第１回第六種優先株式１株を取得するのと引換えに交付する金銭の額を3,000,000円とする旨、取締役会で決議

しております。 

  

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

 会社法第155条第７号の規定に基づく単元未満株式の買取請求による普通株式の取得 

  

 
(注)  当期間における取得自己株式には、平成23年６月１日から有価証券報告書提出日までに取得した自己株式は含

まれておりません。 

  

２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第１号の規定に基づく取得条項による優先株式の取得 
会社法第155条第７号の規定に基づく単元未満株式の買取請求による普通株
式の取得 

区分 株式の種類 株式数(株) 価額の総額(円)

取締役会（平成23年２月28日）での 
決議状況 
（取得日 平成23年４月１日） 

第１回第六種優先株式 70,001 210,003,000,000 

当事業年度前における取得自己株式 第１回第六種優先株式 ― ―

当事業年度における取得自己株式 第１回第六種優先株式 ― ―

残存決議株式の総数及び価額の総額 第１回第六種優先株式 70,001 210,003,000,000 

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） 第１回第六種優先株式 100.00 100.00 

当期間における取得自己株式 第１回第六種優先株式 70,001 210,003,000,000 

提出日現在の未行使割合（％） 第１回第六種優先株式 0.00 0.00 

区分 株式の種類 株式数(株) 価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式 普通株式 37,591 105,164,591 

当期間における取得自己株式 普通株式 4,093 10,127,604 

─ 99 ─



  
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

  

 
(注)  当期間の取得自己株式の処理状況及び保有状況には、平成23年６月１日から有価証券報告書提出日までに単元

未満株式の買増請求及びストック・オプションの権利行使によって売り渡した自己株式、及び単元未満株式の買

取請求によって取得した自己株式は含まれておりません。 

  

当社は、銀行持株会社としての公共性に鑑み、健全経営確保の観点から当社グループ全体の内部留保の

充実に留意しつつ、企業価値の持続的な向上を通じて、安定的かつ継続的に利益配分の増加を図り、連結

当期純利益に対する配当性向を20％超とすることを方針としております。 

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本的な方針としております。ま

た、期末配当は株主総会の決議事項、中間配当は取締役会の決議事項とし、中間配当につきましては、取

締役会の決議により毎年９月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨、定款に定めておりま

す。 

当事業年度の普通株式１株当たりの配当金につきましては、平成22年度の業績動向等を踏まえ、前事業

年度と同額の100円といたしました。また、第六種優先株式については所定の金額といたしました。 

内部留保につきましては、企業価値の更なる向上のため、「戦略事業領域におけるトップクオリティ」

と「新たな規制・競争環境に対応した財務体質」の実現に向けた戦略施策に重点的に投入してまいりま

す。 

  
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下の通りであります。 

  

 
  

区分 株式の種類

当事業年度 当期間

株式数
(株)

処分価額の
総額(円)

株式数 
(株)

処分価額の
総額(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式 

― ― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己
株式 

第１回第六種優先株式 ― ― 70,001 210,003,000,000 

合併、株式交換、会社分割に
係る移転を行った取得自己株
式 

― ― ― ― ―

その他 
(単元未満株式の買増請求に
よる売渡し) 

普通株式 5,177 60,149,308 1,319 15,238,048 

   

保有自己株式数 普通株式 3,762,514 ― 3,765,288 ―

３ 【配当政策】

決議年月日 株式の種類 配当金の総額(百万円) １株当たり配当額(円)

平成22年11月12日取締役会 

普通株式 70,515 50 

第六種優先株式 3,097 44,250 

平成23年６月29日定時株主総会 
普通株式 70,514 50 

第六種優先株式 3,097 44,250 
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(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

① 普通株式 

  

 
(注) １ 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

２ 当社は、平成21年１月４日付で普通株式１株につき100株の株式分割を実施いたしました。第７期の最高・

最低株価は、当該株式分割が期首に行われたと仮定した場合の株価を記載しております。 

  

② 第１回第六種優先株式 

当株式は金融商品取引所に上場されておりません。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

① 普通株式 

  

 
(注)  最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

② 第１回第六種優先株式 

当株式は金融商品取引所に上場されておりません。 

  

４ 【株価の推移】

回次 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期

決算年月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月

最高(円) 1,390,000 1,210,000 9,640 4,520 3,355 

最低(円) 1,010,000 633,000 2,585 2,591 2,235 

月別 平成22年10月 11月 12月 平成23年１月 ２月 ３月

最高(円) 2,533 2,685 2,949 3,090 3,225 3,190 

最低(円) 2,349 2,325 2,543 2,791 2,757 2,235 
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(平成23年６月30日現在) 

 
  

５ 【役員の状況】

役名及び職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(株)

取締役会長 奥      正  之 昭和19年12月２日生

昭和43年４月 株式会社住友銀行入行 

平成23年

６月29日

開催の定

時株主総

会での選

任後平成

24年度に

関する定

時株主総

会の終結

の時まで

7,500

平成６年６月 同取締役 

平成10年11月 同常務取締役 

平成11年６月 同常務取締役兼常務執行役員 

平成13年１月 同専務取締役兼専務執行役員 

平成13年４月 株式会社三井住友銀行専務取締役兼専務執行役員 

平成14年12月 同取締役辞任 

平成14年12月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務  

取締役 

平成15年６月 同取締役退任 

株式会社三井住友銀行副頭取兼副頭取執行役員 

平成17年６月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役

会長(現職) 

株式会社三井住友銀行頭取兼最高執行役員 

平成23年４月 同取締役辞任 

取締役社長 
(代表取締役)

宮  田  孝  一 昭和28年11月16日生

昭和51年４月 株式会社三井銀行入行 平成22年

６月29日

開催の定

時株主総

会での選

任後平成

23年度に

関する定

時株主総

会の終結

の時まで

4,200

平成15年６月 株式会社三井住友銀行執行役員 

平成18年10月 同常務執行役員 

平成21年４月 同取締役兼専務執行役員 

平成22年４月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務  

執行役員 

平成22年６月 同取締役 

平成23年４月 同取締役社長(現職) 

株式会社三井住友銀行取締役(現職) 

  

取締役 國  部      毅 昭和29年３月８日生

昭和51年４月 株式会社住友銀行入行 平成23年

６月29日

開催の定

時株主総

会での選

任後平成

24年度に

関する定

時株主総

会の終結

の時まで

3,988

平成15年６月 株式会社三井住友銀行執行役員 

平成16年４月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ企画  

部長 

平成18年10月 株式会社三井住友銀行常務執行役員 

平成19年４月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務  

執行役員 

平成19年６月 同取締役(現職) 

平成21年４月 株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員 

平成23年４月 同頭取兼最高執行役員(現職) 

取締役 
(代表取締役)

久  保  哲  也 昭和28年９月24日生

昭和51年４月 株式会社住友銀行入行 

平成23年

６月29日

開催の定

時株主総

会での選

任後平成

24年度に

関する定

時株主総

会の終結

の時まで

3,631

平成15年６月 株式会社三井住友銀行執行役員 

平成18年７月 同常務執行役員 

平成20年４月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務  

執行役員 

平成21年４月 同専務執行役員 

株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員 

平成23年４月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ副社長

執行役員 

株式会社三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員 

(現職) 

平成23年６月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役

(現職) 

取締役 
(代表取締役)

中  西      智 昭和28年８月31日生

昭和51年４月 株式会社三井銀行入行 平成23年

６月29日

開催の定

時株主総

会での選

任後平成

24年度に

関する定

時株主総

会の終結

の時まで

4,400

平成16年４月 株式会社三井住友銀行執行役員 

平成18年４月 同常務執行役員 

平成21年４月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務  

執行役員 

株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員 

平成21年６月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役

(現職) 

平成23年４月 株式会社三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員 

(現職) 
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役名及び職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(株)

取締役 城  野  和  也 昭和29年12月10日生

昭和52年４月 株式会社三井銀行入行 
平成23年

６月29日

開催の定

時株主総

会での選

任後平成

24年度に

関する定

時株主総

会の終結

の時まで

3,400

平成17年６月 株式会社三井住友銀行執行役員 

平成19年４月 同常務執行役員 

平成21年４月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務  

執行役員 

平成22年４月 同専務執行役員 

株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員    

プライベート・アドバイザリー本部長委嘱 

平成23年４月 同取締役兼専務執行役員(現職) 

平成23年６月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役

(現職) 

取締役 團  野  耕  一 昭和29年７月27日生

昭和53年４月 株式会社三井銀行入行 
平成23年

６月29日

開催の定

時株主総

会での選

任後平成

24年度に

関する定

時株主総

会の終結

の時まで

3,400

平成16年４月 株式会社三井住友銀行執行役員 

平成20年４月 同常務執行役員 

平成23年４月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務  

執行役員 

株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員   

(現職) 

平成23年６月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役

(現職) 

 
  

取締役 伊  藤  雄二郎 昭和30年８月３日生

昭和54年４月 株式会社住友銀行入行 
平成23年

６月29日

開催の定

時株主総

会での選

任後平成

24年度に

関する定

時株主総

会の終結

の時まで

2,922

平成15年６月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ総務  

部長 

平成17年６月 株式会社三井住友銀行執行役員 

平成21年４月 同常務執行役員 

平成23年４月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務  

執行役員 

株式会社三井住友銀行取締役兼常務執行役員   

(現職) 

平成23年６月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役

(現職) 

取締役 渕  崎  正  弘 昭和31年４月８日生

昭和54年４月 株式会社住友銀行入行 

平成23年

６月29日

開催の定

時株主総

会での選

任後平成

24年度に

関する定

時株主総

会の終結

の時まで

2,300

平成17年６月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ総務  

部部付部長 

株式会社三井住友銀行事務統括部長 

平成19年４月 同執行役員 

平成21年４月 同執行役員退任 

平成21年５月 株式会社JSOL顧問 

平成21年６月 同取締役専務執行役員 

平成22年３月 同取締役辞任 

平成22年４月 株式会社三井住友銀行常務執行役員(現職) 

平成23年４月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務  

執行役員 

平成23年６月 同取締役(現職) 

取締役 岩  本      繁 昭和16年３月31日生

昭和40年12月 公認会計士尾澤修治共同事務所入所 

平成23年

６月29日

開催の定

時株主総

会での選

任後平成

24年度に

関する定

時株主総

会の終結

の時まで

6,000

昭和46年10月 監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)

入社 

昭和51年３月 公認会計士登録(現職) 

平成４年７月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査

法人)代表社員 

平成５年10月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表 

社員 

平成11年５月 同監査法人理事長 

平成16年１月 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)   

理事長 

平成16年５月 同監査法人会長 

平成17年６月 同監査法人退職 

平成21年６月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役

(現職) 

株式会社三井住友銀行取締役(現職) 
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役名及び職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(株)

取締役 横  山  禎  徳 昭和17年９月16日生

昭和41年４月 前川國男建築設計事務所入所 平成22年

６月29日

開催の定

時株主総

会での選

任後平成

23年度に

関する定

時株主総

会の終結

の時まで

―

昭和48年９月 デイビス・ブロディ  アンド  アソシエーツ入所 

昭和50年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 

昭和62年７月 同社ディレクター(シニア・パートナー) 

平成14年６月 同社退職 

平成14年６月 オリックス株式会社取締役(現職) 

平成15年４月 株式会社産業再生機構監査役 

平成18年６月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役

(現職) 

株式会社三井住友銀行取締役(現職) 

取締役 野  村  晋  右 昭和20年６月13日生

昭和45年４月 弁護士登録(現職) 

柳田法律事務所(現柳田国際法律事務所)弁護士 

平成23年

６月29日

開催の定

時株主総

会での選

任後平成

24年度に

関する定

時株主総

会の終結

の時まで

―

平成21年６月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役

(現職) 

株式会社三井住友銀行取締役(現職) 

平成21年６月 野村綜合法律事務所弁護士(現職) 

  
  
  
  

常任監査役 溝  口      潤 昭和29年３月19日生

昭和51年４月 株式会社住友銀行入行 平成23年

６月29日

開催の定

時株主総

会での選

任後平成

26年度に

関する定

時株主総

会の終結

の時まで

600

平成16年４月 株式会社三井住友銀行執行役員 

平成19年４月 同常務執行役員 

平成22年４月 同専務執行役員 

平成23年６月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常任  

監査役(現職) 

株式会社三井住友銀行監査役(現職) 

  
  
  

常任監査役 山  口  洋  二 昭和30年６月14日生

昭和53年４月 株式会社三井銀行入行 平成20年

６月27日

開催の定

時株主総

会での選

任後平成

23年度に

関する定

時株主総

会の終結

の時まで

2,100

平成18年４月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ総務部

部付部長 

株式会社三井住友銀行管理部長 

平成20年４月 同本店上席推進役 

平成20年６月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常任  

監査役(現職) 

  
  
  

常任監査役 川  口      伸 昭和31年８月26日生

昭和55年４月 株式会社住友銀行入行 平成23年

６月29日

開催の定

時株主総

会での選

任後平成

26年度に

関する定

時株主総

会の終結

の時まで

700

平成17年４月 株式会社三井住友銀行田園調布ブロック部長 

平成19年４月 同東武池袋ブロック部長 

平成21年４月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ企画部

部付部長 

株式会社三井住友銀行品質管理部長 

平成22年４月 同理事品質管理部長 

平成23年４月 同理事本店上席推進役 

平成23年６月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常任  

監査役(現職) 

監査役 荒  木      浩 昭和６年４月18日生

昭和29年４月 東京電力株式会社入社 平成20年

６月27日

開催の定

時株主総

会での選

任後平成

23年度に

関する定

時株主総

会の終結

の時まで

―

平成５年６月 同社取締役社長 

平成11年６月 同社取締役会長 

平成14年９月 同社顧問 

平成16年６月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ監査役

(現職) 

平成18年６月 株式会社三井住友銀行監査役(現職) 

平成23年４月 東京電力株式会社顧問辞任 

平成23年５月 同社社友(現職) 
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(注) １  取締役  岩本  繁、同  横山禎徳、同  野村晋右の３氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり

ます。 

２  監査役  荒木  浩、同  宇野郁夫、同  伊東  敏の３氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であり

ます。 

３  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、全社外監査役の補欠として補欠監査役を

１名選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。 

 
  

役名及び職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(株)

監査役 宇  野  郁  夫 昭和10年１月４日生

昭和34年３月 日本生命保険相互会社入社 平成21年

６月26日

開催の定

時株主総

会での選

任後平成

24年度に

関する定

時株主総

会の終結

の時まで

―

平成９年４月 同社代表取締役社長 

平成17年４月 同社代表取締役会長 

平成17年６月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ監査役

(現職) 

平成18年６月 株式会社三井住友銀行監査役(現職) 

平成23年４月 日本生命保険相互会社取締役相談役(現職) 

  
  
  

監査役 伊  東      敏 昭和17年７月25日生

昭和42年１月 アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー  

日本事務所入所 

平成21年

６月26日

開催の定

時株主総

会での選

任後平成

24年度に

関する定

時株主総

会の終結

の時まで

―

昭和45年12月 公認会計士登録(現職) 

昭和53年９月 アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー  

パートナー 

平成５年10月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表 

社員 

平成13年８月 アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー  

退職 

朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)退職 

平成14年４月 中央大学会計専門大学院(現中央大学専門職大学

院)特任教授 

平成19年３月 同大学専門職大学院特任教授退任 

平成21年６月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ監査役

(現職) 

株式会社三井住友銀行監査役(現職) 

計 45,141

氏名 生年月日 略歴
所有 
株式数 
(株)

角  田  大  憲 昭和42年１月29日生

平成６年４月 弁護士登録(現職) 

森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)弁護士 
― 

平成15年３月 中村・角田法律事務所(現中村・角田・松本法律事務所) 

弁護士(現職) 
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(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

①  コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社グループでは、「経営理念」を当社グループの経営における普遍的な考え方として定め、企業

活動を行う上での拠りどころと位置付けております。経営理念に掲げる考え方を実現するために、コ

ーポレート・ガバナンスの強化・充実を経営上の最優先課題の一つと考えております。 

  

＜経営理念＞ 

○お客さまに、より一層価値あるサービスを提供し、お客さまと共に発展する。 

○事業の発展を通じて、株主価値の永続的な増大を図る。 

○勤勉で意欲的な社員が、思う存分にその能力を発揮できる職場を作る。 

  

経営理念に掲げる考え方について、グループでの共有を図るべく、業務全般に亘る行動指針である

「行動規範」を経営理念に基づき定め、当社グループの全役職員に周知・浸透を図っております。 

  

＜行動規範＞ 

○株主価値の増大に努めると同時に、お客さま、社員等のステークホルダーとの健全な関係を保

つ。信用を重んじ、法律、規則を遵守し、高い倫理観を持ち、公正かつ誠実に行動する。 

○知識、技能、知恵の継続的な獲得・更新を行い、同時にあらゆる面における生産性向上に注力

し、他より優れた金融サービスを競争力のある価格で提供する。 

○お客さま一人一人の理解に努め、変化するニーズに合った価値を提供することにより、グローバ

ルに通用するトップブランドを構築する。 

○「選択と集中」を実践し、戦略による差別化を図る。経営資源の戦略的投入により、自ら選別し

た市場においてトッププレイヤーとなる。 

○先進性と独創性を尊び積極果敢に行動し、経営のあらゆる面で常に他に先行することにより、時

間的な差別化を図る。 

○多様な価値観を包含する合理性と市場原理に立脚した強い組織を作る。意思決定を迅速化し、業

務遂行力を高めるために、厳格なリスクマネジメントの下、権限委譲を進める。 

○能力と成果を重視する客観的な評価・報酬制度の下で、高い目標に取り組んでいくことにより、

事業も社員も成長を目指す。 

  

②  コーポレート・ガバナンス体制 

(役員の状況) 

当社は監査役制度を採用しております。 

役員は取締役12名、監査役６名の体制となっております(平成23年６月30日現在)。 

経営から独立した社外からの人材の視点を取り入れることは、経営の透明性を高めるうえで重要

と考えており、取締役３名、監査役３名は社外からの選任であるとともに、６名全員が、当社が上

場している東京、大阪、名古屋の各証券取引所の定める独立性の要件を満たしております。 

  

６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
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(取締役会・監査役) 

取締役会は原則として月１回開催されております。取締役会の議長には取締役会長が就任し、業

務全般を統括する取締役社長との分担を図っております。 

また、取締役会の機能を補完するため、取締役会には、「監査委員会」、「リスク管理委員

会」、「報酬委員会」及び「人事委員会」という４つの内部委員会を設け、社外取締役がすべての

内部委員会の委員(監査委員会及び報酬委員会は社外取締役が委員長)に就任することにより、業務

執行から離れた客観的な審議が行われる体制を構築しております。 

さらに、社外取締役は、これら以外にも必要に応じ、コンプライアンス、リスク管理等に関する

報告を担当部署から受けるなど、適切な連携・監督を実施しております。 

  

○監査委員会(原則四半期に１回開催) 

グループ全体の内部監査に関する重要な事項を審議します。 

○リスク管理委員会(必要に応じて随時開催) 

グループ全体のリスク管理及びコンプライアンスに関する重要な事項を審議します。 

○報酬委員会(必要に応じて随時開催) 

当社及び株式会社三井住友銀行の取締役及び執行役員に関する次の事項等を審議します。 

・報酬及び賞与に関する事項 

・その他報酬に関する重要事項 

○人事委員会(必要に応じて随時開催) 

当社及び株式会社三井住友銀行の取締役に関する次の事項等を審議します。 

・取締役候補者の選定に関する事項 

・役付取締役の選任及び代表取締役の選任に関する事項 

・その他取締役の人事に関する重要事項 

  

監査役は、取締役会をはじめとした当社の重要な会議に出席し、取締役等から事業の報告を受け

るとともに、重要な決裁書類等の閲覧、内部監査部署や子会社、会計監査人からの報告聴取等を通

じて、当社・子会社の業務執行状況の監査を実施しております。 

社外監査役は取締役会に出席し、取締役や内部監査部署等から報告を受けるほか、社内の監査役

とも情報交換を行い、必要に応じて会計監査人から情報収集を行うなど、適切な監査を行うための

連携強化に努めております。 

  

(現行の体制を採用する理由) 

当社は監査役による監視・検証機能を重視し、役付取締役経験者またはそれに準ずる者の常任監

査役への選任、複数の独立性の高い社外監査役の選任、財務・会計に関する知見を有する社外監査

役(公認会計士)の選任のほか、監査役から経営者への提言等を含めた意見交換を定期的に実施する

など、監査役監査の実効性向上を図っております。 

取締役については、複数の独立性の高い社外取締役を選任しており、取締役会の機能を補完する

ために設けている４つの内部委員会のすべての委員に社外取締役が就任することなどにより監督機

能の強化を図っております。また、取締役は12名(社外取締役を含む)であり、機動的な取締役会の

開催が可能となっております。 
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こうした体制により、適切なガバナンス機能及び意思決定の迅速化のいずれも確保しておりま

す。 

  

(業務執行) 

取締役会の下に、グループ全体の業務執行及び経営管理に関する最高意思決定機関として「グル

ープ経営会議」を設置しております。同会議は取締役社長が主宰し、取締役社長が指名する役員に

よって構成されます。業務執行上の重要事項等については、取締役会で決定した基本方針に基づ

き、グループ経営会議を構成する役員間で行った協議を踏まえて採否を決定したうえで執行してお

ります。さらに、グループ経営会議の一部として「内部監査会議」を設置し、グループ経営会議を

構成する役員に内部監査部署の長を加え、監査に関する事項の協議を行っております。 

また、グループ各社の業務計画に関する事項については、「グループ戦略会議」を設け、当社及

びグループ各社の経営レベルで意見交換・協議・報告を行っております。さらに、株式会社三井住

友銀行については、当社の取締役12名(うち社外取締役３名)のうち、10名(うち社外取締役３名)が

同行の取締役を兼務することを通じて、業務執行状況の監督を行っております。また、株式会社Ｓ

ＭＦＧカード＆クレジット、三井住友ファイナンス＆リース株式会社及び株式会社日本総合研究所

の３社については、当社の取締役が各社の取締役(社外取締役を含む)に就任し、業務執行状況の監

督を行っております。 

  
③  内部統制システム 

当社では、健全な経営を堅持していくために、会社法に基づき、会社の業務の適正を確保するため

の体制(内部統制システム)を内部統制規程として定めるとともに、内部監査体制、コンプライアンス

体制、リスク管理体制等、内部統制システムの整備による磐石の経営体制の構築を重要な経営課題と

位置付け、取り組んでおります。 

  
イ．内部統制規程 

(取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制) 

第１条  取締役の職務の執行に係る情報については、情報管理規程、文書管理規則に則り、適切な

保存及び管理を行う。 

(損失の危険の管理に関する規程その他の体制) 

第２条  当社のグループ全体における損失の危険の管理を適切に行うため、リスク管理の基本的事

項をリスク管理規程として定め、リスク管理担当部署が、経営企画担当部署とともに、各リ

スクについて網羅的、体系的な管理を行う。 

②  当社のグループ全体のリスク管理の基本方針は、取締役社長の指名する役員で構成される

グループ経営会議で決裁のうえ、取締役会の承認を得る。 

③  グループ経営会議、担当役員、リスク管理担当部署は、前項において承認されたグループ

全体のリスク管理の基本方針に基づいて、リスク管理を行う。 

(取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制) 

第３条  取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、業務計画を策定し、それに

基づく業務運営及び業績管理を行う。 

②  各取締役が適切に職務の執行を分担するとともに、組織規程、グループ会社規程等を定

め、これらの規程に則った役職員への適切な権限委譲を行う。 
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(役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制) 

第４条  役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、当社の社会的責任に

関する共通理念であるビジネス・エシックスを定めるとともに、コンプライアンス・マニュ

アルを制定し、役職員がこれを遵守する。 

②  グループにおけるコンプライアンス体制を有効に機能させることを目的として、年度ごと

に、規程の整備や研修等、コンプライアンスに関する具体的な年間計画を取締役会で策定

し、体制整備を進める。 

③  会計処理の適正性及び財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制評価規

程等を制定し、財務報告に係る内部統制について必要な体制を整備・運用するとともに、そ

の有効性を評価する。 

④  当社及び役職員による法令等の違反を早期に発見・是正することを目的として、内部通報

制度を整備し、これを適切に運営する。 

⑤  上記の実施状況を検証するため、各部署から独立した内部監査担当部署が内部監査を行

い、その結果を取締役会、グループ経営会議等に対して報告する。 

(企業集団における業務の適正を確保するための体制) 

第５条  グループ全体の業務執行及び経営管理に関する最高意思決定機関として、取締役会のもと

にグループ経営会議を設置する。業務執行上の重要事項等は、取締役会で決定した基本方針

に基づき、グループ経営会議における協議を踏まえ、採否を決定したうえで執行する。 

②  グループ全体における一元的なコンプライアンス体制を維持するため、グループ会社規程

及びコンプライアンス・マニュアルグループ会社規則を定め、これらの規程に則った適切な

管理を行う。 

③  グループ会社間の取引等の公正性及び適切性を確保するため、グループ会社間の取引等に

係る方針をグループ内取引管理規則として定め、同規則に基づいた運営及び管理を行う。ま

た、これらの取引等のうち、グループ全体の経営に重大な影響を与える可能性のある取引等

については、グループ経営会議で決裁のうえ、取締役会の承認を得る。 

(監査役の職務を補助すべき使用人の体制、取締役からの独立性) 

第６条  監査役の監査業務の遂行を補助するために、監査役室を設置する。 

②  監査役室の使用人の取締役からの独立性を確保するために、当該使用人の人事評価・異動

については、監査役の同意を必要とする。 

(役職員が監査役会または監査役に報告をするための体制等に係る事項) 

第７条  役職員は、当社もしくはグループ会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実や、不正の

行為または法令、定款に違反する重大な事実を発見したときには、当該事実を監査役に対し

報告する。 

②  役職員は、その業務執行について監査役から説明を求められたときには、速やかに当該事

項を報告する。 

(監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制に係る事項) 

第８条  内部監査担当部署は、監査役と緊密な連携を保ち、監査役が自らの監査について協力を求

めるときには、監査役が実効的な監査を行うことができるよう努める。 

②  代表取締役は、監査役との間で定期的な意見交換を行う機会を確保すること等により、監

査役による監査機能の実効性向上に努める。 
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ロ．内部監査体制 

当社は、業務ラインから独立した監査部を設置しております。 

監査部は、グループの最適経営に資するため、グループの業務運営の適切性や資産の健全性の確

保を目的として、当社各部に対する内部監査を実施し、コンプライアンスやリスク管理を含む内部

管理態勢の適切性・有効性を検証しております。また、グループ各社の内部監査機能を統括し、グ

ループ各社の内部監査実施状況について、バックデータの検証やサンプルによる実査等を取り入れ

たモニタリングを通じ、各社の内部管理態勢の検証を行うとともに、必要に応じてグループ各社に

対する監査を実施しております。監査結果については、内部監査会議及び社外取締役が委員長を務

める監査委員会に対して定例的に報告を行っております。また、監査委員会で審議が行われたの

ち、取締役会へ報告が行われております。 

監査部は、内部監査に関する国際的な団体である内部監査人協会(注)の基準に則った監査手法を

導入し、リスクベース監査を行うとともに、これをグループ各社にも展開しております。また、監

査役、監査部及び会計監査人は、必要に応じて情報交換を行うことにより、適切な監査を行うため

の連携強化に努めております。 

平成23年３月末現在の監査部の人員は、30名(株式会社三井住友銀行との兼務者９名)となってお

ります。 

  

(注)  内部監査人協会(The Institute of Internal Auditors, Inc. (IIA)) 

内部監査人の専門性向上と職業的地位確立を目指し、1941年に米国で設立された団体。内部監査に関す

る理論・実務の研究及び内部監査の国際的資格である「公認内部監査人(CIA)」の試験開催及び認定が主

要な活動。 

  

ハ．会計監査の状況 

当社は、有限責任 あずさ監査法人との間で監査契約を締結し、会計監査を受けております。同

監査法人との間では、財務やリスク管理、コンプライアンス等の担当部署が、定期的に情報交換を

実施するなど会計監査の実効性向上に努めております。 

 当期において業務を執行した公認会計士の氏名及び会計監査業務に係る補助者の構成は以下のと

おりであります。なお、継続監査年数については７年以内であるため、記載を省略しております。

業務を執行した公認会計士の氏名 

指定有限責任社員 業務執行社員    河合利治、髙橋宏、山田裕行 

会計監査業務に係る補助者の構成 

公認会計士  69名、会計士補等  61名、その他  34名 

  

ニ．コンプライアンス 

当社は、コンプライアンス体制の強化を経営の最重要課題の一つと位置付け、グループ全体の健

全かつ適切な業務運営を確保する観点から、グループ各社のコンプライアンス体制等に関して、適

切な指示・指導、モニタリングが行えるよう、体制を整備しております。 

取締役会・グループ経営会議では、コンプライアンスに関する重要な事項の決定を行うととも

に、関連施策の進捗を把握し、必要に応じて、適宜指示を行っております。 

また、コンプライアンス担当役員、関連部長のほか、外部有識者が参加する「コンプライアンス

委員会」を設置し、グループ全体のコンプライアンス強化等に関する事項を審議しております。 
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  なお、具体的なコンプライアンス体制整備の企画・推進については、総務部が、各部からの独立

性を保持しつつ、これを実施することとしております。 

その他、当社では、企業としての自浄作用を高めるとともに、通報者の保護を図ることを目的と

して、内部通報制度を設けております。本制度は、当社役職員による法令等違反及び内部規程に反

する行為について、従業員からの直接の通報を受け付け、問題の端緒を速やかに把握し、拡大の未

然防止を図ることを狙いとするもので、通報受付窓口として、社内部署に加え外部弁護士も対応し

ております。また、当社及び当社連結子会社の会計、会計に係る内部統制、監査事項についての不

正行為を早期に発見・是正するため、「ＳＭＦＧ会計・監査ホットライン」を開設しております。

  

ホ．反社会的勢力排除に向けた体制整備 

当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力の

関与を排除するため、反社会的勢力とは一切の関係を遮断すること、不当要求はこれを拒絶し、裏

取引や資金提供を行わず、必要に応じ法的対応を行うこと、反社会的勢力への対応は、外部専門機

関と連携しつつ、組織全体として行うことを基本方針としております。 

また、当社では、反社会的勢力の関与の排除を、コンプライアンスの一環として位置付け、総務

部を統括部署として、情報収集・管理の一元化、反社会的勢力との取引排除に関する規程・マニュ

アルの整備等を行うとともに、主要グループ会社においては、反社会的勢力との取引排除に関する

規程を制定することを義務付け、それに基づき、不当要求防止責任者の設置、マニュアルの整備や

研修を実施する等、当社グループとして、反社会的勢力との関係を遮断する体制整備に努めており

ます。 

  

ヘ．リスク管理 

当社は、グループ全体のリスク管理に関する基本的事項を「リスク管理規程」として制定してお

ります。同規程に基づき、グループ経営会議が「グループ全体のリスク管理の基本方針」を決定

し、取締役会の承認を得る体制としております。グループ各社は、当社の定めた基本方針に基づい

てリスク管理態勢を整備しており、企画部と共にグループ全体のリスク管理を統括するリスク統括

部が、グループ各社のリスク管理態勢の整備状況やリスク管理の実施状況をモニタリングし、必要

に応じて適切な指導を行うことで、グループ各社で発生する様々なリスクについて網羅的、体系的

な管理を行う体制となっております。 

  

ト．ＣＳＲへの取組み 

当社は、ＣＳＲへの取組みを強化するため、「グループＣＳＲ委員会」を設置するほか、企画部

内に「グループＣＳＲ室」を設置しております。グループＣＳＲ委員会では、企画部担当役員を委

員長として、社会貢献、環境活動を含む、グループ全体のＣＳＲ活動に関する事項を協議しており

ます。 

また、当社では、ＣＳＲの基本方針として定めた「ＣＳＲの定義」及び「ＣＳＲの共通理念」に

基づきＣＳＲ活動を推進しております。 
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＜ＣＳＲの定義＞ 

「事業を遂行する中で、①お客さま、②株主・市場、③社会・環境、④従業員に、より高い価値

を提供することを通じて、社会全体の持続的な発展に貢献していくこと」 

  
＜ＣＳＲの共通理念＝「ビジネス・エシックス」＞ 

○お客さま本位の徹底 

私たちは、お客さまに支持される企業集団を目指します。そのために、常にお客さまのニーズ

に合致するサービスが何かを考え、最良のサービスを提供することにより、お客さまの満足と

信頼を獲得します。 

○健全経営の堅持 

私たちは、自己責任原則に基づき、公正、透明かつ健全な経営を堅持する企業集団を目指しま

す。そのために、株主、お客さま、社会等のステークホルダーとの健全な関係を維持しつつ、

効率性と長期的視点に立った業務運営、適時かつ正確な情報開示を通じ、持続的な成長と健全

な財務体質を堅持します。 

○社会発展への貢献 

私たちは、社会の健全な発展に貢献する企業集団を目指します。そのために、企業の公共的使

命と社会的責任を自覚し、広く内外経済・産業の安定的な発展に貢献する業務運営に努めると

共に、「良き企業市民」として社会貢献に努めます。 

○自由闊達な企業風土 

私たちは、役職員が誇りを持ちいきいきと働ける企業集団を目指します。そのために、人間性

を尊重すると共に、高い専門性を持つ人材を育成し、もって、自由闊達な企業風土を醸成しま

す。 

○コンプライアンス 

私たちは、常にコンプライアンスを意識する企業集団を目指します。そのために、私たちは、

業務の遂行において常に、私たちのビジネス・エシックスを意識すると共に、監査や検査の指

摘に対する速やかな行動を確保し、もって、法令諸規則や社会の良識に則した企業集団を確立

します。 

  
なお、当社は、持株会社としての「管理・検証」機能のさらなる強化、複眼化を図ることを目的

に、監査部内に「グループ業務管理室」を設置しております。同室では当社グループのコンプライア

ンス、ＣＳ・品質管理、ＣＳＲ活動等に関する経営管理の適切性等を検証しております。 

また、当社グループ各社におけるＣＳ推進体制やお客さまの声の分析状況を報告、審議することを

目的に、「グループＣＳ委員会」を設置しております。 

さらに、株式会社三井住友銀行では、「ＣＳ・品質向上委員会」を設置してお客さまのご意見やご

要望、従業員の提言をより積極的に経営に活かす体制を整備しております。 

  
チ．情報開示 

当社は、適時適切な情報開示を実施するため、「情報開示委員会」を設置しております。情報開

示委員会では、財務部担当役員を委員長として、情報開示に係る内容の適正性及び内部統制の有効

性・改善策に関する事項を協議しております。 
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  ＜当社のコーポレート・ガバナンス体制(平成23年６月30日現在)＞ 

  
 

  

④  会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の

概要 

社外取締役である岩本繁氏は公認会計士であり、また同じく社外取締役である野村晋右氏は弁護士

であり、ともに当社との間に特別な利害関係はございません。 

社外取締役である横山禎徳氏は、当社との間に特別な利害関係はございません。 

社外監査役である伊東敏氏は公認会計士であり、当社との間に特別な利害関係はございません。 

社外監査役である荒木浩氏は東京電力株式会社の社友であり、社外監査役である宇野郁夫氏は日本

生命保険相互会社の取締役相談役でありますが、いずれも当社との間に特別な利害関係はございませ

ん。 

なお、当社及び当社グループ会社は、東京電力株式会社及び日本生命保険相互会社と通常の営業取

引がございます。 

また、当社は、上記の社外役員との間に、会社法第427条第１項の規定により、1,000万円または同

項における最低責任限度額のいずれか高い額を限度として、同法第423条第１項の賠償責任を限定す

る契約を締結しております。 
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⑤  役員報酬の内容 

イ．役員の報酬等の決定に関する方針 

当社は、中長期的な企業価値の向上を通じて、「最高の信頼を得られ、世界に通じる金融グルー

プ」を目指すという当社の経営方針に基づいて役員報酬制度を設計しております。 

具体的な役員報酬制度といたしましては、役員の報酬等の構成を、 

  ・基本報酬 

  ・賞与 

  ・株式報酬型ストックオプション 

としております。 

  

基本報酬は役員としての職務内容・人物評価・業務実績等を勘案し、賞与は、当社の連結業績を

勘案して決定しております。株式報酬型ストックオプションは、業務執行から独立した立場である

社外役員を対象外とした上で、役員の職位に応じた新株予約権を付与しております。 

なお、当社は従来、各役位の在任期間に支給された基本報酬額をもとに在任中の功績等を勘案し

決定する役員退職慰労金を支給しておりましたが、平成22年６月29日開催の定時株主総会終結の時

をもって、役員退職慰労金を廃止しております。 

役員の報酬等は、平成20年６月27日並びに平成22年６月29日に開催の定時株主総会において決議

された役員報酬限度額の範囲内で決定しており、第三者による国内企業経営者の報酬に関する調査

に基づき適正な報酬水準を定め、社外取締役を委員長とする当社の報酬委員会による審議を経て、

決定しております。なお、監査役の報酬については、平成20年６月27日並びに平成22年６月29日に

開催の定時株主総会において決議された役員報酬限度額の範囲内で、社外監査役を含む監査役の協

議により決定しております。 

  
ロ．役員の報酬等の総額(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

  

 
(注) １  取締役の使用人としての報酬その他の職務遂行の対価はありません。 

２  役員報酬限度額は、平成20年６月27日開催の定時株主総会において、取締役が年額480百万円以内(うち社外

取締役30百万円以内)、監査役が年額180百万円以内と決議されております。また、株式報酬型ストックオプシ

ョンに関する役員報酬限度額は、平成22年６月29日開催の定時株主総会において、従来の取締役及び監査役の

報酬等の額とは別枠として、取締役(社外取締役を除く)が年額200百万円以内、監査役(社外監査役を除く)が

年額80百万円以内と決議されております。 

３  当社は、平成22年６月29日開催の定時株主総会終結の時をもって退職慰労金を廃止しております。退職慰労

金には、当事業年度における役員退職慰労金が廃止されるまでの期間に相当する取締役及び監査役に対する役

員退職慰労金の支払いに係る費用を記載しております。 

  

役員区分 支給人数
報酬等の総額
(百万円)

基本報酬
株式報酬型
ストック 
オプション

賞与 退職慰労金

取締役(除く社外取締役) 9 344 233 19 79 11 

監査役(除く社外監査役) 3 103 95 3 ― 4 

社外役員 6 45 45 ― ― ―
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ハ．役員ごとの連結報酬等の総額(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

  

 
(注)  連結報酬等の総額が１億円以上である者を記載しております。 

  

⑥  株式の保有状況 

当社は子会社の経営管理を行うことを主たる業務としており、投資株式を保有しておりませんの

で、当社及び当社の連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額が最も大きい会社である株式会

社三井住友銀行の保有する株式について記載しております。なお、当事業年度中に保有目的を変更し

た株式はありません。 

イ．保有目的が純投資目的以外の目的の投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額 

 
  

ロ．保有目的が純投資以外の目的の投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有

目的 

(前事業年度) 

貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄は次の通りであります。 

  

 
  

氏    名 
(役員区分)

連結報酬等の 
総額 

(百万円)

 

会社区分 基本報酬
株式報酬型
ストック 
オプション

賞与 退職慰労金

奥  正之

131 

当社 42 4 16 2 

(取締役)
株式会社
三井住友銀行 42 4 16 2 

北山 禎介

131 

当社 42 4 16 2 

(取締役)
株式会社
三井住友銀行 42 4 16 2 

銘柄数 2,512銘柄 

貸借対照表計上額の合計額 2,450,555百万円

銘柄
株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

保有目的

トヨタ自動車株式会社 40,010,000 141,955 取引関係の維持・強化 

東京電力株式会社 35,927,588 88,130 取引関係の維持・強化 

Barclays PLC 168,918,918 82,853 戦略的関係の維持・強化 

パナソニック株式会社 57,024,846 76,356 取引関係の維持・強化 

東日本旅客鉄道株式会社 10,530,315 65,193 取引関係の維持・強化 

三井物産株式会社 38,500,000 58,135 取引関係の維持・強化 

キヤノン株式会社 12,500,000 50,637 取引関係の維持・強化 

株式会社クボタ 45,006,000 36,994 取引関係の維持・強化 

中部電力株式会社 14,943,462 35,117 取引関係の維持・強化 

株式会社小松製作所 17,835,711 33,887 取引関係の維持・強化 
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(当事業年度) 

貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄は次の通りであります。 

  

 
(注) １  上記記載の銘柄は、全て特定投資株式であります。 

２  上記記載の銘柄を選定するにあたり、特定投資株式とみなし保有株式の合算は行っておりません。 

  

銘柄
株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

保有目的

トヨタ自動車株式会社 40,010,000 138,354 取引関係の維持・強化 

Barclays PLC 168,918,918 66,840 戦略的関係の維持・強化 

パナソニック株式会社 57,024,846 58,621 取引関係の維持・強化 

三井物産株式会社 38,500,000 55,594 取引関係の維持・強化 

東日本旅客鉄道株式会社 10,530,315 52,956 取引関係の維持・強化 

キヤノン株式会社 12,678,379 46,871 取引関係の維持・強化 

株式会社小松製作所 17,835,711 46,818 取引関係の維持・強化 

JXホールディングス株式会社 65,398,360 36,492 取引関係の維持・強化 

株式会社クボタ 45,006,000 35,914 取引関係の維持・強化 

武田薬品工業株式会社 8,195,070 32,288 取引関係の維持・強化 

The Bank of East Asia 
Limited  

90,144,520 32,013 戦略的関係の維持・強化 

株式会社ブリヂストン 18,000,000 31,068 取引関係の維持・強化 

中部電力株式会社 14,943,462 30,350 取引関係の維持・強化 

三井不動産株式会社 18,546,308 28,079 取引関係の維持・強化 

富士フイルムホールディングス
株式会社 10,478,226 27,411 取引関係の維持・強化 

Kotak Mahindra Bank Limited 32,800,000 26,296 戦略的関係の維持・強化 

新日本製鐵株式会社 93,474,480 25,425 取引関係の維持・強化 

ダイキン工業株式会社 9,000,000 22,851 取引関係の維持・強化 

関西電力株式会社 11,127,985 22,511 取引関係の維持・強化 

株式会社東芝 51,003,170 22,339 取引関係の維持・強化 

住友不動産株式会社 11,990,199 22,193 取引関係の維持・強化 

第一三共株式会社 13,413,368 21,971 取引関係の維持・強化 

東海旅客鉄道株式会社 32,300 21,930 取引関係の維持・強化 

株式会社セブン＆アイ・ホール
ディングス 9,825,476 20,938 取引関係の維持・強化 

西日本旅客鉄道株式会社 64,000 20,604 取引関係の維持・強化 

日揮株式会社 11,000,000 20,185 取引関係の維持・強化 

旭化成株式会社 35,404,956 19,437 取引関係の維持・強化 

オリンパス株式会社 8,350,648 19,198 取引関係の維持・強化 

KB Financial Group Inc. 4,416,719 18,793 戦略的関係の維持・強化 

東レ株式会社 30,022,000 17,682 取引関係の維持・強化 
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ハ．保有目的が純投資目的である投資株式の貸借対照表計上額、受取配当金、売却損益及び評価損益

(単位：百万円)  

 
  

⑦  取締役の定数 

当社は、取締役３名以上を置く旨定款に定めております。 

  
⑧  取締役の選解任の決議要件 

当社は、取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３

分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び当該選任決議は累積投票

によらない旨定款に定めております。 

  
⑨  自己の株式の取得の決定機関 

当社は、機動的に自己株式の取得を行うため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の

決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。 

  
⑩  株主総会の特別決議要件 

当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第２項の規定による決議は、議決権を

行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以

上に当る多数をもって行う旨定款に定めております。 

  
⑪  中間配当の決定機関 

当社は、機動的に株主への利益還元を行うため、取締役会決議により、中間配当を行うことができ

る旨定款に定めております。 

  
⑫  株式の種類ごとに異なる数の単元株式数の定め及び議決権の有無又はその内容の差異 

  

(株式の種類ごとに異なる数の単元株式数の定め) 

当社は、平成21年１月４日付で普通株式１株につき100株の株式分割を実施するとともに、単元

株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株といたしました。なお、優先株式については株式

分割を実施していないことから、単元株式数を定めておりません。 

  

 

前事業年度 当事業年度

貸借対照表 
計上額

貸借対照表
計上額

受取
配当金

売却損益 評価損益

上場 20,936 ― ― 5,271 ―

非上場 ― ― ― ― ―
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(議決権の有無又はその内容の差異) 

当社は、種類株式発行会社であり、普通株式及び複数の種類の優先株式を発行できる旨を定款に

定めております。優先株式を有する株主は、株主総会において議決権を有しておりません(ただ

し、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されなかったときは当該定時株主総会よ

り、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときは当該定時株主総会終結

の時より、優先配当金を受ける旨の決議がある時までは議決権を有します)。これは、当該優先株

式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたことによるも

のであります。 

なお、当社は発行済の第１回第六種優先株式すべてを平成23年４月１日付で取得及び消却したた

め、有価証券報告書提出日現在、発行済の優先株式はありません。 

  
(2) 【監査報酬の内容等】 

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】 

  

 
(注)  前連結会計年度の提出会社の監査証明業務に基づく報酬には、ニューヨーク証券取引所への上場準備に係る複

数年に亘る米国監査基準による会計監査の報酬が含まれております。 

  

② 【その他重要な報酬の内容】 

当社の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているＫＰＭＧメンバ

ーファームに対して、監査、税務及び海外拠点の現地法人化に係る助言等に係る報酬を支払っており

ます。 

  

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】 

当社が監査公認会計士等に対して支払っている非監査業務について、重要なものはありません。 

  

④ 【監査報酬の決定方針】 

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査時間、提出会社の規模及び業務の特性等を総合

的に勘案することにより決定しております。 

  

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に 
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に 
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社 757 0 1,582 0 

連結子会社 1,220 88 1,626 76 

計 1,978 88 3,208 76 

─ 118 ─




